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JIS Z 7252

JIS Z 7253



9

施 行 期 日

令和8年4月1日（ただし、１①の一部は公布日、４②は令和8年1月1日、３③は令和8年10月1日、１②の一部は令和9年1月1日、
１①及び②の一部は令和9年4月1日、２は公布後3年以内に政令で定める日、３①は公布後5年以内に政令で定める日
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施 行 期 日

令和8年4月1日（ただし、１①の一部は公布日、４②は令和8年1月1日、３③は令和8年10月1日、１②の一部は令和9年1月1日、
１①及び②の一部は令和9年4月1日、２は公布後3年以内に政令で定める日、３①は公布後5年以内に政令で定める日
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 面 行

 手

背景

 SDSの交付等による危険または有害性等の情報の通知の義務（ 安衛法第57条の2第1項） に罰則規定が設け
られた。

 通知事項に変更を行う 必要があると き、 変更後の通知事項を速やかに通知する努力義務規定（ 安衛法第57
条の2第2項） が義務規定と なった。

令和7年1月の「 今後の労働安全衛生対策について（ 報告） 」 （ 以下「 建議」 と いう ） において、 SDSの交付
等における必須通知事項と して次の項目を追加すべき旨提言されており 、 今後、 省令改正等が見込まれる。

【 建議抜粋】
（ １ ） 化学物質の譲渡・ 提供じにおける危険性・ 有害性情報の通知制度の改善等
①化学物質の危険性・ 有害性情報の通知制度の履行確保
②法令で定める必須通知事項について、 より 的確なリ スクアセスメ ント の実施を確保する観点から
・ CAS登録番号等、 成分名を特定できる一般的な番号
・ 呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類（ 防毒用の場合は、 加えて成分に応じて使用すべき吸収缶の種類）
・ 含有される化学物質に応じ、 保護手袋と して不適当な材料
・ 含有される成分ごと に適用される法令等

を追加するこ と が適当である
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小売店
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【 作業詳細】
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日団協HPト ッ プ画面からのご案内です
https://www.nichidankyo.gr. jp/

https://www.nichidankyo.gr.jp/
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